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１２月  家 族 月 間 

 

点 鐘           鳥井正徳会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 山田仁法委員長 
              
        国 歌「君が代」 

        Ｒ Ｓ「それでこそロータリー」 
 
司会・進行    水野ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介    鳥井正徳会長 

 

     人吉ローターアクトクラブの皆さん   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   会長 鳥井正徳 

 

 師走の総選挙も、自

民・公明の与党圧勝に終

わりましたが、今回の選

挙は盛り上がりに欠け、

しらけた、気分の高まら

ない選挙だったというの

が、大方の見方のようで

す。実際私もそういう思

いでした。半紙の国民が投票せず、棄権したと

いう厳しい現実を直視し、選挙の在り方等徹

底的に検証してほしいです。 

 ところで、本日は、この後忘年会です。親

睦委員会の皆様には大変お世話になります。

宜しくお願いします。 

 忘年会にちなんで「忘れる」の忘（ぼう）

について少しお話しをしたいと思います。私

は昨日のゴルフ愛好会でアイアンをグリーン

上に忘れ、届けてもらいましたが、近頃「忘

れる」ことが多く気になっているところでご

ざいます。親しい人の名前が出てこなかった

り、物の名前がすぐ出ず「あれ取ってくれ」

とか「あれはどうした」の「あれ」を連発し

笑われます。皆様はいかがでしょうか。 

 そこで忘のつく字を漢和辞典で調べてみま

した。すると忘却、忘失、忘恩、忘我、忘

形、忘憂そして忘年とありました。その意味

は御存知と思います。 
 
・忘却 忘失— すっかり忘れること 

・忘我- 我を忘れること 夢中になること 

・忘恩- 恩を忘れること 

・忘形-  容姿や地位、うわべの事柄を忘れ 

         ること 

・忘憂- 心配事を忘れること 

そして忘年・・・年（とし）を忘れることに

なりそうですが・・・ 

忘年会で申し上げることにします。 

 私には、とれも当てはまるような気がしま

すが、心にあったものがかくれてしまわない

ようにしたいと思っています。 

 

    

    人吉ＲＣ ・人吉ＲＡＣ合同人吉ＲＣ ・人吉ＲＡＣ合同  

  忘  年  会忘  年  会 



      

 

       幹事 有馬宏昭 

 

【連絡事項】 

①国際ロータリー第2720地区職業奉仕前田眞実部 

 門長からＲＹＬＡセミナー開催並びに動員のお 

 願いが再度届いています。また、参加募集年齢 

 １９～３０歳を１９歳～３９歳に引き上げま 

 す。と連絡が来ました。 

 日時：平成27年2月22日（日）10:00～15:00 

 場所：ホルトホール大分３階大会議室 

 →浦田職業奉仕委員長へ 

②公益財団法人ロータリー米山記念奨学会から米 

 山寄付金の税制上の優遇措置のお知らせです。 

 ロータリー米山奨学会へ寄付いただくと、税制 

 優遇を受けることができます。確定申告が必要 

 です。「税額控除」「所得控除」有利な方を選 

 択可能です。今年1～12月に特別寄付をした方に 

 は、来年1月末末までに申告用の領収書をクラブ 

 経由で送ります。12月30日（火）奨学会着金分 

 までが対象です。 

 →葉山米山記念奨学委員長へお渡しします。 

③人吉市青少年育成市民会議および人吉市ＰＴＡ 

 連絡協議会から、１１月２９日開催の「イン 

 ターネット依存社会から子どもたちを守る市民 

 大会の礼状が届いています。→鳥井会長へ 

【回覧物】 

 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会から 

 「ハイライトよねやま177」が届いています。 

【例会変更及び取り止め】 

熊本西南ＲＣ1/15→18:00～新春家族会の為 

 ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ 

           25階「ブランミュール」 

 

    委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ箱委員会】    委員長 平田フク 

   本日は全員ニコニコとなっています。 

・忘年会スマイル６１名        61,000 

 

      点 鐘  鳥井正徳会長 

 
 
    進行；親睦委員会 漆野智康委員 

 

 
 
会長挨拶            鳥井正徳会長   

 忘年会は、「この一年間の

面白くなかった出来事やくさ

くさした気持ちをすっかり洗

い流して、心機一転新しい年

を迎えるための心の準備をす

る会合である」と言われてい

ます。 

 ところで例会で申し上げま

したように、昔からそうだっ

たのでしょうか。本来の意味は、「自分の年令を

忘れ、相手の年令も考えず、仲間が相集まって、

大いに歓談する会であった」と何かで読んだこと

があります。従って、昔は、忘年会は四季を選ば

ずに催す会だったということで、近年になって１

２月に行われるようになったそうです。本当に正

しいかどうか自信はございませんが、そういう意

味を含めまして、今夜は楽しい忘年会になるよう

宜しくお願いいたします。親睦委員会には大変お

世話になります。 

 

乾 杯         伊久美寛志パスト会長  

 

 

 

 

 

 

 

 
本日の出席率 

会   員   数   64名   76.27% 

出 席 免 除  6名 1 2 / 5 出席率 82.76% 

欠 席 者 数 14名 補  填  数 3名 

出 席 者 数  45名 修 正 出 席 率 87.93% 

＊届け出欠席 有村・堀川・本田・石蔵・岩本・川越・宮山・中村 

       戸高・外山・上田・山賀・武末・馴田 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲（出席），山本，高山，丸尾，赤池          

＊メークアップ  

家族月間合同清掃；安達・中川・鳥井            



 

 

 

 

 

 

 
                          

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

激しすぎて息切れ続出！ 

新入会員 竹長会員  

 ゆず『栄光の架け橋』 

新入会員 村田会員  

 軍歌 『加藤隼戦闘隊』 

本命 馬場会員 『White Christmas』  

対抗 和田会員『雪の降る街を』 

大トリ 平田会員  

ケイウンスク『酔いどれて』 振り付き 

手に手つないで 

  閉会挨拶  

   延岡研一会長エレクト 

   人吉ローターアクトクラブ による 

 激しいダンスを踊ってみた  

 熱唱カラオケ大会 



～Ｒ情報委員会よりミニＲ情報～ 

 

ロータリアンの３大義務 

 

 ロータリークラブに入会すると、まず、先輩会員から、ロータリーについての基本的な話を聞くこと

になると思います。皆さまはどのような話を聞かれましたか？ 「例会はとても大切ですから、休まな

いように」などという話を聞かれた方もおありでしょう。 

 ロータリーは、「まず例会出席から」と言われています。標準ロータリークラブ定款第９条に、出席

に関して書かれていますが、その第１節には、「各会員は本クラブの例会に出席するべきものとする。

（後略）」とありますが、このように、例会への出席は、ロータリークラブの会員の義務の一つになっ

ています。 

 例会は基本的に週１回開催されます。Ｅクラブの会員は定められた曜日・時間から１週間の間にクラ

ブのホームページにアクセスすることで、出席することができます。やむを得ない事情により欠席した

場合は、その例会の前後14日以内に、ほかのロータリークラブの例会やそのほかロータリークラブ定款

に定められている、他の会合に出席すること（Ｅクラブの例会にアクセスすることも含む）によって、

欠席をメークアップ（補塡）することができます。 

 年度の半期間において、メークアップを含むクラブ例会出席率が50％に達していない場合、所属クラ

ブの例会総数のうち少なくとも30％に出席していない場合、クラブ理事会が正当かつ十分な理由がある

と認めなければ、会員身分が終結することがあります。 

ちょっと難しい言い方ですが、要は、ロータリアンではなくなるということです。  

 さて、皆さまは、所属クラブに会費を納めていらっしゃると思いますが、会費の納入もロータリアン

の義ロータリアンの３大義務務です。しかし、会費の金額、その内訳は、クラブによって異なります。 

 所定の期限後30日以内に会費を納入しない会員に対しては、クラブ幹事が書面で催告をして、その後

10日以内に会費が納入されなければ、理事会の裁量で会員身分を終結しても差し支えないことになって

います。 

 会員が納めた会費の使途はクラブによって異なりますが、ほとんどのクラブでは、この中に国際ロー

タリー（ＲＩ）の人頭分担金という、ロータリアンがＲＩに収めなければならないお金も含まれていま

す。クラブがＲＩに人頭分担金を納めなかった場合は、一定の手続きを経て、クラブが消滅してしまう

ことになります。 

 ３つ目が、雑誌の購読です。ＲＩの機関誌は、ＲＩ世界本部で発行している『The Rotarian』です。

このほかに世界各地で、30のロータリー地域雑誌が発行されています。これらロータリー関係の雑誌を

合わせて「Rotary World Magazine Press」と呼びます。皆さまのお手元に毎月届いている『ロータ

リーの友』も、ロータリー地域雑誌に指定されていますから、日本のロータリアンの皆さまは、この

『ロータリーの友』か『The Rotarian』を購読すれば、その義務を果たすことになります。 

 しかし、「購読」ですから、単に代金を支払って「買う」ということではなく、その雑誌を「読む」

必要があります。 

 『ロータリーの友』は、1953（昭和28）年１月に創刊、1980（昭和55）年７月号から、ＲＩの公式地

域雑誌（現ロータリー地域雑誌）に指定されました。近年では、各地域雑誌がウェブサイトを開設して

いますが、『ロータリーの友』でも『Rotary Japan』www.rotary.or.jp を開設し、ロータリーの内外

に向けて情報を発信しています。 

 以上のように、「例会の出席」「会費の納入」「雑誌の購読」が、ロータリアンの３大義務と言われ

るものです。皆さまは、きちんと義務を果たしていらっしゃいますか。                       

                                  『友』編集長 二神典子 


